
区分 取得可能第一種免許 取得条件〈視力〉 取得条件〈年齢〉 取得条件〈その他〉

普
通
車

普通:普通一種免許
・左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)

満18歳以上

原付:原付免許 満16歳以上

小特:小型特殊免許 満16歳以上

小型限定（AT）:AT小型限定普通二輪免許 満16歳以上
小型限定:小型限定普通二輪免許 満16歳以上
普自二（AT）:AT限定普通自動二輪免許 満16歳以上
普自二:普通自動二輪免許 満16歳以上

大自二:大型自動二輪免許 満18歳以上

準中型:準中型免許 満18歳以上

中型:中型免許 満20歳以上
普通免許・準中型免許取得から
2年以上、ある程度の運転経験

大型:大型免許 満21歳以上
3年以上の運転経験が必要
普通免許や大型特殊免許取得済

大特:大型特殊免許
・左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)

満18歳以上

引:けん引免許

・左右それぞれの視力が0.5以上で、両眼の視力が0.8以上
(眼鏡等による矯正視力でも可)
・深視力検査あり
※注意※
左右のいずれかの視力が0.5以下の場合は、
左に掲げる免許の取得及び更新はできません。

満18歳以上
大型・大型特殊・中型・普通免
許のいずれかを取得済

そ
の
他
の
車

・左右それぞれの視力が0.5以上で、両眼の視力が0.8以上
(眼鏡等による矯正視力でも可)
・深視力検査あり
※注意※
左右のいずれかの視力が0.5以下の場合は、
左に掲げる免許の取得及び更新はできません。

▼第一種免許取得に関する確認事項
※第二種免許取得を希望される方はお手数おかけしますが一度お問い合わせください。

二
輪
車

・左右それぞれの視力が0.1以上で、両眼の視力が0.5以上
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)

・左右それぞれの視力が0.3以上で、両眼の視力が0.7以上
(いずれの場合でも眼鏡等による矯正視力でも可)


